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第９号議案説明資料
令和７年２月２６日 

件  名 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

所管部課名 総務部 人事課 

内  容 

１ 概要 

刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以下「改正刑法」

という。）が令和７年６月１日から施行されることに伴い、関係条例の規定

の整備やその他の罰則等に関する経過措置について規定する必要があるので

条例を制定する。 

【拘禁刑創設の目的・背景】 

拘禁刑の創設は、各受刑者の特性に応じ、その改善更生及び再犯防止を図るた

めに、より柔軟な処遇の実施（出所後の就労定着や高齢層の認知機能向上のため

の作業、若年層の学力向上のための教科指導、薬物依存の受刑者に向けた改善指

導等）を可能とすることを目的としている。 

また、現行法上の刑罰には、刑務作業が義務付けられる「懲役」と義務付けら

れない「禁錮」があるが、禁錮刑の判決が下された受刑者の約８割が自ら志願し

て刑務作業を行っており、懲役と禁錮を区別する必要性が乏しいという背景があ

った。 

２ 制定内容（詳細は、【別紙１】条例案及び【別紙２～５】この条例に

より改正される条例に係る新旧対照表のとおり） 

（１）次の各条例について、「禁この刑」又は「懲役」とあるのを「拘禁刑」

に改める。

ア 「足立区職員の分限に関する条例」

イ 「足立区プールの衛生管理に関する条例」

ウ 「足立区情報公開・個人情報保護等審査会条例」

エ 「足立区における公共サービス改革の推進に関する条例」

（２）罰則の適用等に関する経過措置として次のとおり、規定する。

ア この条例の施行前にした行為の処罰については、改正前の規定による

ものとする。

イ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従

前の例による等とされる罰則を適用する場合において、懲役、禁錮等、

改正刑法の施行前の罰則が含まれるときは、改正刑法の施行後の拘禁刑

とする。

（３）人の資格に関する経過措置として、他の条例の規定によりなお従前の

例による等とされる人の資格に関する法令の規定の適用について、有期

拘禁刑に処せられた者は有期禁錮に処せられた者とみなす等する。 

３ 施行年月日 

令和７年６月１日 
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例

第１編  関係条例の一部改正

（足立区職員の分限に関する条例の一部改正）  

第１条  足立区職員の分限に関する条例（昭和４９年足立区条例第３７

号）の一部を次のように改正する。

第８条第１項中「禁この刑」を「拘禁刑」に改める。

（足立区プールの衛生管理に関する条例等の一部改正）  

第２条  次に掲げる条例の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。

（１）  足立区プールの衛生管理に関する条例（昭和５０年足立区条

例第７号）第９条  

（２）  足立区情報公開・個人情報保護等審査会条例（平成５年足立

区条例第５８号）第１１条  

（３）  足立区における公共サービス改革の推進に関する条例（平成

１８年足立区条例第５８号）第２４条

第２編  経過措置  

第１章  通則

（罰則の適用等に関する経過措置）  

第３条  この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例

による。  

２  この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお

従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前

若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する

場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令

和４年法律第６７号。以下「刑法等一部改正法」という。）第２条の

規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項にお

いて「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」と

いう。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）、旧刑法

別紙１

4



第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限

る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第１６条に規定する拘留

（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又

は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、

旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。  

（人の資格に関する経過措置）  

第４条  拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりな

お従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正

前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関

する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期

禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくす

る有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくす

る旧拘留に処せられた者とみなす。  

第２章  その他

（経過措置の規則への委任）  

第５条  この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法及び刑法等の一

部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和

４年法律第６８号）並びにこの条例の施行に伴い、必要な経過措置は、

規則で定める。  

付  則  

この条例は、令和７年６月１日から施行する。
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足立区職員の分限に関する条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区職員の分限に関する条例 ○足立区職員の分限に関する条例

昭和49年12月20日条例第37号 昭和49年12月20日条例第37号 

第１条～第７条 省略 第１条～第７条 省略 

（失職の例外） （失職の例外） 

第８条 任命権者は、禁この刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罰が

過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、

情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。 

第８条 任命権者は、拘禁刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罰が過

失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情

状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。 

２ 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取消さ

れたときはその職を失う。 

２ 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取消さ

れたときはその職を失う。 

第９条 省略 第９条 省略 

別紙２ 
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足立区プールの衛生管理に関する条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区プールの衛生管理に関する条例 ○足立区プールの衛生管理に関する条例

昭和50年３月31日条例第７号 昭和50年３月31日条例第７号 

第１条から第８条まで   （省略） 第１条から第８条まで   （現行のとおり） 

（罰則） （罰則） 

第９条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は10万円以

下の罰金に処する。 

第９条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の拘禁刑又は10万円

以下の罰金に処する。 

(１)及び(２)   （省略） (１)及び(２)   （現行のとおり） 

第１０条から第１２条まで （省略） 第１０条から第１２条まで （現行のとおり） 

別紙３ 
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足立区情報公開・個人情報保護等審査会条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区情報公開・個人情報保護等審査会条例 ○足立区情報公開・個人情報保護等審査会条例

第１条～第10条 （略） 第１条～第10条 （略） 

（罰則） 

第11条 第９条の規定に違反して知り得た秘密を漏らし、又は個人情報をみ

だりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用した者は、１年以下の懲

役又は50万円以下の罰金に処する。 

（罰則） 

第11条 第９条の規定に違反して知り得た秘密を漏らし、又は個人情報をみ

だりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用した者は、１年以下の拘

禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 

別紙 4 
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足立区における公共サービス改革の推進に関する条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正案 

○足立区における公共サービス改革の推進に関する条例 ○足立区における公共サービス改革の推進に関する条例

平成18年9月29日条例第58号 平成18年9月29日条例第58号 

第１条～第23条 省略 第１条～第23条 現行のとおり 

第8章 罰則 第8章 罰則 

第24条 第18条の規定に違反して、第17条の公共サービスの実施に関して知

り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、１年以下の懲役又は50万円以下

の罰金に処する。 

第24条 第18条の規定に違反して、第17条の公共サービスの実施に関して知

り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、１年以下の拘禁刑又は50万円以

下の罰金に処する。 

第25条～第26条 省略 第25条～第26条 現行のとおり 

別紙５ 
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第１２号議案説明資料 
令和７年２月２６日 

件 名 
足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例 

所管部課名 総務部 総務課 

令和６年１２月１９日に開催された足立区特別職議員報酬等審議会の答申に

基づき、足立区議会議員の議員報酬及び期末手当を改定する。 

１ 議員報酬の改定（第２条第１項関係） 

（１）改定結果

議員の議員報酬を月額４，０００円引き上げる。

（２）適用時期

令和６年４月から適用する。

なお、令和６年４月から令和７年２月までの報酬は、改定前の金額で支 

給済みのため、３月報酬支給時に差額分を支給する。 

（３）改定額の算出方法

答申に基づき、部長職の最高号給の改定率（０．８％）を適用し、その

額の１，０００円未満の端数を切捨てて算出（第２条別表による）。 

【計算式】 

61万6,000円（現行の議員の報酬月額）×0.8％＝4,928円 

4,928円の1,000円未満の端数928円を切捨て、4,000円 

（４）報酬額一覧

※ 議長以下は、改定後の議員の議員報酬月額に各種係数を乗じて算出

現行 令和６年４月から 

議員 ６１万６，０００円 ６２万０，０００円 

議長 ９４万４，０００円 ９５万１，０００円 

副議長 ８０万９，０００円 ８１万４，０００円 

委員長 ６７万７，０００円 ６８万２，０００円 

副委員長 ６４万６，０００円 ６５万１，０００円 

２ 期末手当の改定（第８条第２項関係） 

（１）改定結果

支給月数を０.２月引き上げる（３．８月→４．０月）。

※ ６月・１２月支給分を各０．１月引き上げ（１．９月→２．０月）

（２）適用時期

令和６年４月から適用する。

なお、６月・１２月いずれの期末手当も改定前の金額で支給済みのた

め、３月報酬支給時に差額分を支給する。 
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３ 施行年月日 

  令和６年４月１日に遡及して適用する。 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 ○足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月９日条例第12号 昭和31年10月９日条例第12号 

第１条～第７条まで 省略 第１条～第７条まで 現行のとおり 

（期末手当） （期末手当） 

第８条 省略 第８条 現行のとおり 

２ 期末手当の額は、それぞれ基準日（前項後段に規定する場合にあっては、

離職又は死亡の日）現在におけるその者の議員報酬月額と当該議員報酬月

額に100分の45を乗じて得た額との合計額に、100分の190を乗じて得た額

に、基準日以前６月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、

次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ基準日（前項後段に規定する場合にあっては、

離職又は死亡の日）現在におけるその者の議員報酬月額と当該議員報酬月

額に100分の45を乗じて得た額との合計額に、100分の200を乗じて得た額

に、基準日以前６月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、

次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

在職期間 割合 在職期間 割合 

６月 100分の100 ６月 100分の100 

３月以上６月未満 100分の60 ３月以上６月未満 100分の60 

３月未満 100分の30 ３月未満 100分の30 

３～４ 省略 ３～４ 現行のとおり 

付 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

（議員報酬及び期末手当の内払） 

２ 改正後の足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（以下

「改正後の条例」という。）の規定を適用する場合においては、改正前の

足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（以下「改正前の

条例」という。）の規定に基づいて支給された議員報酬及び期末手当は、

改正後の条例の規定による内払とみなす。 

（期末手当の支給日の特例） 

３ 令和６年度に限り、改正後の条例の規定により算出した期末手当の額の

別 紙 
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改正前 改正後 

うち、改正前の条例の規定により算出したその額を超える部分については、

第８条第４項の規定にかかわらず、令和７年３月に支給すべき議員報酬の

支給期日に支給することができる。 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

職名 議員報酬月額 職名 議員報酬月額 

議員 61万6,000円  議員 62万円  

議長 議員の議員報酬月額に1.534を乗じて得た額 議長 議員の議員報酬月額に1.534を乗じて得た額 

副議長 議員の議員報酬月額に1.314を乗じて得た額 副議長 議員の議員報酬月額に1.314を乗じて得た額 

委員長 議員の議員報酬月額に1.1を乗じて得た額 委員長 議員の議員報酬月額に1.1を乗じて得た額 

副委員長 議員の議員報酬月額に1.05を乗じて得た額 副委員長 議員の議員報酬月額に1.05を乗じて得た額 

備考 備考 

議員報酬月額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。 

 議員報酬月額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。 
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第１３号議案説明資料
令和７年２月２６日 

件  名 足立区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 人事課 

内  容 

１ 概要 

雇用保険法等の一部を改正する法律（令和６年法律第２６号）及び刑法

等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）の施行に伴い、条例の

一部を改正する。 

２ 改正内容（詳細は別紙「新旧対照表」のとおり） 

（１）雇用保険法等の一部を改正する法律の成立に伴う改正

ア 失業者の退職手当について、「就業手当」を廃止する。

イ この条例の施行の日前に職業に就いた退職職員に対する就業促進手

当に相当する退職手当の支給については、改正前の規定によるものと

する。

※ 失業者の退職手当の一種である就業促進手当内の１つである就業

手当は、アルバイトなどの１年を超える雇用見込みがない短期的な

職に就いた場合に支給される手当であり、足立区では過去１０年間

支給実績はない。

（２）刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う改正

ア 「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改める。

イ この条例の施行の日前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪に

つき起訴をされた者について、拘禁刑が定められている罪につき起訴

をされた者とみなすものとする。

【拘禁刑創設の目的・背景】 

拘禁刑の創設は、各受刑者の特性に応じ、その改善更生及び再犯防止を図るた

めに、より柔軟な処遇の実施（出所後の就労定着や高齢層の認知機能向上のため

の作業、若年層の学力向上のための教科指導、薬物依存の受刑者に向けた改善指

導等）を可能とすることを目的としている。 

また、現行法上の刑罰には、刑務作業が義務付けられる「懲役」と義務付けら

れない「禁錮」があるが、禁錮刑の判決が下された受刑者の約８割が自ら志願し

て刑務作業を行っており、懲役と禁錮を区別する必要性が乏しいという背景があ

った。 

３ 施行年月日 

２の（１）は令和７年４月１日、（２）は令和７年６月１日 
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足立区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区職員の退職手当に関する条例 ○足立区職員の退職手当に関する条例

昭和50年３月31日条例第15号 昭和50年３月31日条例第15号 

第１条～第15条 省略 第１条～第15条 現行のとおり 

（失業者の退職手当） （失業者の退職手当） 

第16条 省略 第16条 現行のとおり 

２～７ 省略 ２～７ 現行のとおり 

８ 第１項、第３項及び第５項から前項までに定めるもののほか、第１項又 

は第３項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号

の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退

職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手

当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給す

る。 

８ 第１項、第３項及び第５項から前項までに定めるもののほか、第１項又 

は第３項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号

の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退

職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手

当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給す

る。 

(１)～(３) 省略 (１)～(３) 現行のとおり 

(４) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の３第３項に規定する

就業促進手当の額に相当する金額 

(４) 安定した職業に就いた者 雇用保険法第56条の３第３項に規定する

就業促進手当の額に相当する金額 

(５)～(６) 省略 (５)～(６) 現行のとおり 

９～11 省略 ９～11 現行のとおり 

12 第８項第４号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第１項、第３項

又は第８項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、

当該各号に定める日数分の第１項又は第３項の規定による退職手当の支給

があつたものとみなす。 

12 第８項第４号に掲げる退職手当の支給があったときは、第１項、第３項

又は第８項の規定の適用については、雇用保険法第56条の３第１項第１号

に該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当について同条第４項

の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数分

の第１項又は第３項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。 

(１) 雇用保険法第56条の３第１項第１号イに該当する者に係る就業促進

手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する

日数 

（削除） 

(２) 雇用保険法第56条の３第１項第１号ロに該当する者に係る就業促進 （削除） 

別紙 

15



改正前 改正後 

手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第５項の規定

により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数 

13～14 省略 13～14 現行のとおり 

第17条～第21条 省略 第17条～第21条 現行のとおり 

（退職手当の支払の差止め） （退職手当の支払の差止め） 

第22条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般

の退職手当等の支払を差し止める処分を行うものとする。 

第22条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般

の退職手当等の支払を差し止める処分を行うものとする。 

(１) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮以上

の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）

第６編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。）をされた場

合において、その判決の確定前に退職をしたとき。 

(１) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以

上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第131

号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。）をされ

た場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。 

(２) 省略 (２) 現行のとおり

２～４ 省略 ２～４ 現行のとおり 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関

は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払

差止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合に

おいて、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に

係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが

支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関

は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払

差止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合に

おいて、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に

係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが

支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

(１) 省略 (１) 現行のとおり

(２) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由と

なつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合（禁錮

以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。）又

は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第１項の規定によ

る処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起し

ない処分があつた日から６月を経過した場合 

(２) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由と

なつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合（拘禁

刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。）

又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第１項の規定に

よる処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起

しない処分があつた日から６月を経過した場合 

(３) 省略 (３) 現行のとおり
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改正前 改正後 

６～10 省略 ６～10 現行のとおり 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） （退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第23条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等が支払わ

れていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退

職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号に該

当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退

職手当等の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第21条第１項に規定

する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額

との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しない

こととする処分を行うことができる。 

第23条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等が支払わ

れていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退

職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号に該

当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退

職手当等の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第21条第１項に規定

する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額

との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しない

こととする処分を行うことができる。 

(１) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあ

つては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退

職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。 

(１) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあ

つては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退

職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 

(２)～(３) 省略 (２)～(３) 現行のとおり 

２～６ 省略 ２～６ 現行のとおり 

（退職をした者の退職手当の返納） （退職をした者の退職手当の返納） 

第24条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等が支払われた

後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職

手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第21条第１項に規定する事情

のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当

等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなけ

れば第16条第３項又は第６項の規定による退職手当の支給を受けることが

できた者（次条及び第26条において「失業手当受給可能者」という。）で

あつた場合には、これらの規定により算出される金額（次条及び第26条に

おいて「失業者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一部の返納

を命ずる処分を行うことができる。 

第24条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等が支払われた

後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職

手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第21条第１項に規定する事情

のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当

等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなけ

れば第16条第３項又は第６項の規定による退職手当の支給を受けることが

できた者（次条及び第26条において「失業手当受給可能者」という。）で

あつた場合には、これらの規定により算出される金額（次条及び第26条に

おいて「失業者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一部の返納

を命ずる処分を行うことができる。 

(１) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁

錮以上の刑に処せられたとき。 

(１) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘

禁刑以上の刑に処せられたとき。 
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改正前 改正後 

(２)～(３) 省略 (２)～(３) 現行のとおり 

２～６ 省略 ２～６ 現行のとおり 

第25条 省略 第25条 現行のとおり 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） （退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第26条 （１～３ 省略） 第26条 （１～３ 現行のとおり） 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し

禁錮以上の刑に処せられた後において第24条第１項の規定による処分を受

けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該

退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者

の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に

処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をし

た者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。）

の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し

拘禁刑以上の刑に処せられた後において第24条第１項の規定による処分を

受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当

該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給

者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の

刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職

をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除

く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができ

る。 

５～８ 省略 ５～８ 現行のとおり 

第27条～第29条 省略 第27条～第29条 現行のとおり 

付 則 付 則 

１～17 省略 １～17 現行のとおり 

（第16条第７項の規定の適用に関する特例） （第16条第７項の規定の適用に関する特例） 

18 令和７年３月31日以前に退職した職員に対する第16条第７項の規定の適

用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第

５条」と、同項第２号中「イ 雇用保険法第22条第２項に規定する厚生労

働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の２第１

項第２号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、

区長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な

職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認

めたもの」とあるのは 

18 令和９年３月31日以前に退職した職員に対する第16条第７項の規定の適

用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第

５条」と、同項第２号中「イ 雇用保険法第22条第２項に規定する厚生労

働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の２第１

項第２号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、

区長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な

職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認

めたもの」とあるのは 
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改正前 改正後 

「イ 雇用保険法第22条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由によ

り就職が困難な者であつて、同法第24条の２第１項第２号に掲げる者

に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、区長が同項に規

定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法

第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたも

の 

「イ 雇用保険法第22条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由によ

り就職が困難な者であつて、同法第24条の２第１項第２号に掲げる者

に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、区長が同項に規

定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法

第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたも

の 

ウ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第５条第１項に規定する地域

内に居住し、かつ、区長が同法第24条の２第１項に規定する指導基準

に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に

規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの（アに掲げる

者を除く。）」 

ウ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第５条第１項に規定する地域

内に居住し、かつ、区長が同法第24条の２第１項に規定する指導基準

に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に

規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの（アに掲げる

者を除く。）」 

とする。 とする。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、第２２条から第２４条まで及び第２６条の改正規定は、同年６月

１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の足立区職員の退職手当に関する条例第16条第８

項第４号（同条第９項において準用する場合を含む。）及び同条第12項の規

定は、退職職員（退職した足立区職員の退職手当に関する条例第２条第１

項に規定する職員をいう。以下同じ。）であって施行日以後に安定した職業

に就いた者について適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いた者

に対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の

例による。 

３ 付則第１項ただし書に規定する規定の施行の日前に犯した禁錮以上の刑

（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、この条例に

よる改正後の足立区職員の退職手当に関する条例第 22 条第１項及び第５
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改正前 改正後 

項、第 23条第１項（第１号に係る部分に限る。）並びに第 26条第３項及び

第４項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴を

された者とみなす。 

４ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、

規則で定める。 
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第３９号議案説明資料 
令和７年２月２６日 

件 名 足立区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 人事課 

内 容 

１ 概要 

  地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第３条第１項に 

基づく任期付職員（以下「特定任期付職員」という）の導入に伴い、足立 

区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する。 

２ 改正内容（詳細は別紙「新旧対照表」のとおり） 

 これまでの一般任期付職員（任期付第３条第２項）よりも高度な専門的 

な知識等を有する人材を採用できる「特定任期付職員」の採用制度を新た 

に導入するための規定整備を行う。 

【特定任期付職員の活用が想定される場合】 

  一般任期付職員は、主に一定の期間があれば職員が専門的な知識経験を 

取得することが可能な場合での活用が想定されているのに対し、特定任期 

付職員は、公務部内で得られにくい高度の専門的知識経験を必要とする場 

合の活用が想定されています。 

 また、より高度な専門人材を確保できるよう一般任期付職員より高い給 

与水準（※）を設定することが可能です。 

特定任期付職員採用制度の概略 

内  容 

採用すること

ができる場合 

高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者を

その者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れ

た識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要

とされる業務に従事させる場合 

任期 ５年を超えない範囲内で任命権者が定める。 

職制上の段階 課長以上の職とする。 

採用の方法 任命権者の選考（人事委員会の承認）による。 

採用資格基準 
特定任期付職員が担う職務に応じ、各区において、採

用の都度設定することとする。 

選考の方法 書類審査、面接その他任命権者が必要と認めるもの 

給料決定 
原則として、号給別基準職務表に従い、特定任期付職

員給料表(※)に掲げる号給のいずれかに格付ける。 

昇格・昇給 実施しない。 

諸手当 

支給する。ただし、管理職手当、初任給調整手当、扶

養手当、住居手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当

及び義務教育等教員特別手当は支給しない。 
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＜参考＞ 

１ 他自治体の採用例 

（１）IT関係（ICT分野の高度な専門的知識、経験を有するなど）

（２）法務・訴訟関係（弁護士としての実務経験を有するなど）

（３）危機管理関係（自衛隊での職務経験、災害時等での現場対応の知識

経験を有するなど） 

２ 一般任期付職員と特定任期付職員の比較 

一般任期付職員 特定任期付職員 

根拠法令 任期付法第３条第２項 任期付法第３条第１項 

採用するこ

とができる

場合 

専門的知識経験を有する職

員の育成に相当の期間を要

する場合や専門的な知識経

験を活用することが一定期

間に限られる場合など 

高度の専門的な知識経験又

は優れた識見を有する者を

一定の期間活用することが

特に必要とされる場合 

任期 ５年を超えない範囲内 

採用の方法 任命権者の選考（人事委員会の承認）による 

職務上の 

段階 
管理職層、一般職層 管理職層 

給与制度 
通常職員と同様の給与制度

が適用される。 

通常職員とは別の給料表

（※）が適用され、一般任

期付職員より高い給与水準

を設定することが可能。 

３ 施行年月日 

令和７年４月１日 

※特定任期付職員給料表

号給 給料月額 

１ 

円 

392,000 

２ 433,000 

３ 483,000 

４ 544,000 

５ 614,000 

６ 697,000 

７ 789,000 
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足立区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正後

足立区の一般職の任期付職員の 採用 に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する

法律（平成１４年法律第４８号。以下「法」という。）第３条第２項 、

第４条、第６条第２項並びに第７条第１項及び第２項   

  の規定に基づき、

職員の任期を定めた採用

に関し必要な事項を定めるものとする。

（職員の任期を定めた採用） 

第２条 任命権者は             、専門的な知識経験を有す

る者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合に

おいて、次の各号のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業

務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するため

に必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することがで

きる。

⑴ ～⑷ （略）

第２条の２及び３ 省略 

（任期の更新） 

第３条 任命権者は、第２条又は第２条の２の規定により任期を定めて採

用された職員（以下「任期付職員」という。）の任期を更新する場合に

は、当該任期付職員の同意を得なければならない。

足立区の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例 に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する

法律（平成１４年法律第４８号。以下「法」という。）第３条第１項及び

第２項 、第４条、第６条第２項並びに第７条第１項及び第２項 並びに地

方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５項 の規定に基づ

き、職員の任期を定めた採用 及び任期を定めて採用された職員の給与の

特例 に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職員の任期を定めた採用） 

第２条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者

をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の

期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合に

は、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

２ 任命権者は 、前項の規定によるほか 、専門的な知識経験を有する者を

当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、

次の各号のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間

を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であ

るときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

⑴ ～⑷ （略）

第２条の２及び３ 省略 

（任期の更新） 

第３条 任命権者は、第２条各項又は第２条の２各項 の規定により任期を

定めて採用された職員（以下「任期付職員」という。）の任期を更新する

場合には、当該任期付職員の同意を得なければならない。

（給与に関する特例） 

別紙
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改正前 改正後

（新設） 

（新設） 

第４条  第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特

定任期付職員」という。）には、別表第１の特定任期付職員給料表を適用

する。

２ 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又

は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて別

表第２の号給別基準職務表に従い、前項の給料表に掲げる号給のいずれ

かに格付けし、同表により給料を支給しなければならない。

３ 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第１項の給

料表に掲げる号給により難いときは、前２項の規定にかかわらず、特別区

人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる７号給の給料月

額にその額と同表に掲げる６号給の給料月額との差額に１からの各整数

を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額（一般職の

職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）の指定職俸給表８号

俸の額未満の額に限る。）又は同表８号俸の額に相当する額とすることが

できる。

４ 第２項の規定による号給の格付け及び前項の規定による給料月額の決

定は、予算の範囲内で行わなければならない。

（特定任期付職員に対する足立区職員の給与に関する条例の規定の適 

用） 

第５条  特定任期付職員に対する足立区職員の給与に関する条例（昭和５

０年足立区条例第１３号。以下「給与条例」という。）第４条、第２４条

の２第１項及び第２項、第２７条、第２９条第２項、第３０条第２項並

びに第３１条第１項の規定の適用については、同条例第４条中「この条

例」とあるのは「この条例及び足立区の一般職の任期付職員の採用及び

給与の特例に関する条例（平成２２年足立区条例第１号。以下「任期付

職員採用条例」という。）第４条の規定」と、同条例第２４条の２第１項

及び第２項中「第１０条第１項の規定に基づき指定する職員」とあるの

は「特定任期付職員」と、同条例第２７条中「この条例に定める」とある

のは「この条例及び任期付職員採用条例第４条に規定する」と、同条例
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改正前 改正後

（足立区職員の給与に関する条例 の適用除外） 

第４条 足立区職員の給与に関する条例（昭和５０年足立区条例第１３

号）第６条第２項の規定は、第２条の２の規定により任期を定めて採用

された職員には適用しない。 

（特別区人事委員会規則への委任） 

第５条 第２条及び 第２条の２の規定により任期を定めて職員を採用す

る場合における公正の確保の基準並びに採用、退職、任期の更新等に関

する手続並びに 任期付職員 の職務の級及び号給の特例に関し必要な事

項は、特別区人事委員会規則で定める。 

第２９条第２項ただし書中「第１０条第１項の規定に基づき指定する職

員の期末手当の額は、職員の給与月額に１００分の１０７・５」とある

のは「特定任期付職員の期末手当の額は、職員の給与月額に１００分の

１００」と、同

条例第３０条第２項中「第１０条第１項の規定に基づき指定する職員に

あつては１００分の１３５」とあるのは「特定任期付職員にあっては１０

０分の９２・５」と、同条例第３１条第１項中「第１０条第１項の規定に

基づき指定する職員」とあるのは「特定任期付職員」とする。

（給与条例 の適用除外） 

第６条  給与条例第５条、第６条、第９条から第１３条まで及び第１５条

の規定は、特定任期付職員には適用しない。 

２ 給与条例 第６条第２項の規定は、第２条の２の規定により任期を定め

て採用された職員には適用しない。 

（特別区人事委員会規則への委任） 

第７条 第２条各項又は 第２条の２の規定により任期を定めて職員を採

用する場合における公正の確保の基準並びに採用、退職、任期の更新等

に関する手続並びに第２条第２項又は第２条の２の規定により任期を定

めて採用された職員 の職務の級及び号給の特例に関し必要な事項は、特

別区人事委員会規則で定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（準備行為） 

２ 第２条第１項の規定による職員の採用に関し必要な準備行為は、この

条例の施行前においても行うことができる。
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改正前 改正後

別表第１（第４条関係） 

特定任期付職員給料表 

号給 給料月額

１

円 

392,000 

２ 433,000 

３ 483,000 

４ 544,000 

５ 614,000 

６ 697,000 

７ 789,000 

別表第２（第４条関係） 

号給別基準職務表 

号給 基準となる職務

１

高度の専門的な知識経験を有する者

がその知識経験を活用して従事する

職務

２

高度の専門的な知識経験を有する者

がその知識経験を活用して従事する

困難な職務

３

高度の専門的な知識経験を有する者

がその知識経験を活用して従事する

特に困難な職務

４
特に高度の専門的な知識経験を有す

る者がその知識経験を活用して従事
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改正前 改正後

する特に困難な職務

５

特に高度の専門的な知識経験を有す

る者がその知識経験を活用して従事

する特に困難で重要な職務

６

極めて高度の専門的な知識経験又は

優れた識見を有する者がその知識経

験等を活用して従事する特に困難で

重要な職務

７

極めて高度の専門的な知識経験又は

優れた識見を有する者がその知識経

験等を活用して従事する特に困難で

特に重要な職務
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第４０号議案説明資料
令和７年２月２６日 

件  名 足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 人事課 

内  容 

１ 概要 

令和６年８月に人事院が行った「公務員人事管理に関する報告」におい

て、公務員の「仕事と生活の両立支援の拡充」に係る項目が明らかにされ

るとともに、対応する民間労働法制の施行から遅れることなく実施するこ

ととされた。 

令和７年４月１日に施行される項目に対応するため、所定の改正を行う

ものである。 

２ 改正内容 

（１）超過勤務の免除の対象となる子の範囲の拡大

職員から請求があった場合、職務に支障がある場合を除き超過勤務の

免除対象とする職員の子の範囲を、「３歳に満たない子」から「小学校

就学始期に達するまでの子」に拡大する。 

（２）子の看護のための休暇の見直し

「子の看護のための休暇」を「子の看護等のための休暇」とし、取得

事由例として「子の行事参加（入園・卒園式、入学式その他これに準ず

る式典）」や「感染症に伴う学級閉鎖・出勤停止等（保育所等その他の

施設等におけるこれらに類するものを含む）」の場合を加える。 

子の看護のための休暇：小学校６年生までの子を療育する職員が、子の

負傷又は疾病等により看護を行う場合に勤務しないことが相当であると

認められる場合の特別休暇。承認日数は一の年（暦年）において、子が

１人であれば５日、２人以上であれば１０日以内。 

（３）仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい勤務環境の整備

ア 職員が家族の介護に直面した旨申し出た場合、仕事と介護の両立支

援制度等の個別周知・意向確認の措置実施を行うことを定める。

イ 職員への仕事と介護の両立支援制度等に関する早期の情報提供を行

うことを定める。

ウ 仕事と介護の両立支援に係る研修の実施、相談窓口の設置等を行う

ことを定める。

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

４ 施行年月日 

令和７年４月１日 
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足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 ○足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成10年３月31日条例第２号 平成10年３月31日条例第２号 

第１条～第９条の２ 省略 第１条～第９条の２ 省略 

（３歳に満たない子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の

制限） 

（小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う

職員の超過勤務の制限） 

第９条の３ 任命権者は、３歳に満たない子のある職員が当該子を養育す

るために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、超過勤務を

させてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基

づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。 

第９条の３ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を

除き、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることの

できない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合

において、同項中「３歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあ

るのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるも

のとする。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合

において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当

該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」

と読み替えるものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、３歳に満たない子の育児又は要介護者

の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の

承認を得て、規則で定める。 

３ 前２項に規定するもののほか、小学校就学の始期に達するまでの子の

育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項

は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。 

（小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う

職員の超過勤務の制限） 

（削る） 

第９条の４ （略） 第９条の４ 略 

第10条～第14条の２ 省略 第10条～第14条の２ 省略 

（特別休暇） （特別休暇） 

第15条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事

由により、勤務しないことが相当である場合における休暇（以下「特別

休暇」という。）として、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める休暇を承認するものとする。 

第15条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事

由により、勤務しないことが相当である場合における休暇（以下「特別

休暇」という。）として、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める休暇を承認するものとする。 

(１) 地方公務員法第22条の３第１項の規定により臨時的に任用された (１) 地方公務員法第22条の３第１項の規定により臨時的に任用された

別紙 
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改正前 改正後 

職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項又は女子教

職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第３条第１項の規

定により臨時的に任用された職員（常時勤務を要するものに限る。） 公

民権行使等休暇、不妊治療のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応

休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出

産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、

ボランティア休暇、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇 

職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項又は女子教

職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第３条第１項の規

定により臨時的に任用された職員（常時勤務を要するものに限る。） 公

民権行使等休暇、不妊治療のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応

休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出

産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、

ボランティア休暇、子の看護等のための休暇及び短期の介護休暇 

(２) 前号以外の職員 公民権行使等休暇、不妊治療のための休暇、妊娠

出産休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦

通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休

暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の

看護のための休暇及び短期の介護休暇 

(２) 前号以外の職員 公民権行使等休暇、不妊治療のための休暇、妊娠

出産休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦

通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休

暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の

看護等のための休暇及び短期の介護休暇 

２ （略） ２ （略） 

（介護休暇） （介護休暇） 

第16条 任命権者は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手

方、父母、子、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の父母その他規

則で定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障が

あるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる

場合における休暇として、介護休暇（前条第１項に規定するものを除く。

以下この条において同じ。）を承認するものとする。 

第16条 任命権者は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手

方、父母、子、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の父母その他

規則で定める者（第16条の３第１項において「配偶者等」という。）で

負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護

をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休

暇として、介護休暇（前条第１項に規定するものを除く。以下この条に

おいて同じ。）を承認するものとする。 

２ 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認

を得て、規則で定める。 

２ 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認

を得て、規則で定める。 

（新設） （配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第16条の４ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする

状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護と

の両立に資するものとして規則で定める制度又は措置（以下この条及び

次条において「介護両立支援制度等」という。）その他の規則で定める
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改正前 改正後 

事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求、申告又は申請（次

条において「請求等」という。）に係る当該職員の意向を確認するため

の面談その他の規則で定める措置を講じなければならない。 

 ２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年

度（４月１日から翌年の３月31日までをいう。）において、前項に規定

する事項を知らせなければならない。 

（新設） （勤務環境の整備に関する措置） 

 第16条の５ 任命権者は、介護両立支援制度等の利用に係る請求等が円滑

に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 （１）職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

 （２）介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

 （３）前２号に掲げる措置のほか、足立区規則で定める介護両立支援

制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

第17条～第19条 省略 第17条～第19条 省略 

 付 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。 

 （施行前の準備） 

 ２ この条例による改正後の足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

る条例第９条の３第１項の規定による超過勤務の制限に係る請求（３歳

から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限

る。）は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 
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第４１号議案説明資料
令和７年２月２６日 

件  名 足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 人事課 

内  容 

１ 概要 

刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）の施行に伴い、

条例の一部を改正する。 

また、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（令和６

年法律第７２条）の施行により、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再

任用職員（以下「再任用職員等」という。）に対し住居手当が新たに支給

されることを踏まえ、支給要件を満たす再任用職員等に対し住居手当を支

給するため、条例の一部を改正する。 

２ 改正内容（詳細は【別紙１～２】新旧対照表のとおり） 

（１）刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う改正

ア 「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改める。

イ この条例の施行の日前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪に

つき起訴をされた者について、拘禁刑が定められている罪につき起訴

をされた者とみなすものとする。

【拘禁刑創設の目的・背景】 

拘禁刑の創設は、各受刑者の特性に応じ、その改善更生及び再犯防止を図るた

めに、より柔軟な処遇の実施（出所後の就労定着や高齢層の認知機能向上のため

の作業、若年層の学力向上のための教科指導、薬物依存の受刑者に向けた改善指

導等）を可能とすることを目的としている。 

また、現行法上の刑罰には、刑務作業が義務付けられる「懲役」と義務付けら

れない「禁錮」があるが、禁錮刑の判決が下された受刑者の約８割が自ら志願し

て刑務作業を行っており、懲役と禁錮を区別する必要性が乏しいという背景があ

った。 

（２）支給要件を満たす再任用職員等に対し、住居手当を支給することに伴

う改正 

ア 特定職員への適用を除外する規定から、定年前再任用短時間職員に

おける第１５条（住居手当）を削る改正を行う。

イ 足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和４年足

立区条例第４１号）付則の適用を除外する規定から、定年引上げに係

る暫定再任用職員における第１５条（住居手当）を削る改正を行う。

【参考】 

年間支給見込額 1,992,000円（対象見込人数20人×月額8,300円×12か月） 

３ 施行年月日 

２の（１）は令和７年６月１日、（２）は令和７年４月１日 
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足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区職員の給与に関する条例 ○足立区職員の給与に関する条例

昭和50年３月31日条例第13号 昭和50年３月31日条例第13号 

第１条～第29条 省略 第１条～第29条 現行のとおり 

第29条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にか

かわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあつて

は、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

第29条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にか

かわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあって

は、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

(１)～(２) 省略 (１)～(２) 現行のとおり 

(３) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の

前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、その離

職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮
こ

以上の刑に処せられたも

の 

(３) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の

前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、その離

職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた

もの 

(４) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受

けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中

の行為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられたもの 

(４) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受

けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中

の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

第29条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職

員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該

当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。 

第29条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職

員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該

当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。 

(１) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中

の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪に

ついて禁錮
こ

以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和23

年法律第131号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。第３項に

おいて同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

(１) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中

の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪に

ついて拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和

23年法律第131号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。第３項

において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

(２) 離職した日から当該支給の前日までの間に、その者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から

聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきそのものに犯罪

があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給

(２) 離職した日から当該支給の前日までの間に、その者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から

聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきそのものに犯罪

があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給

別紙１ 
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改正前 改正後 

することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正

かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。 

することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正

かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。 

２ 省略 ２ 現行のとおり 

３ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至

つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。

ただし、第３号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその

者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその

他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めると

きは、この限りでない。 

３ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至

った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。

ただし、第３号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその

者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその

他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めると

きは、この限りでない。 

(１) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に

係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられなかつた場合 

(１) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に

係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合 

(２) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつ

た行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合 

(３) 省略

(２) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となっ

た行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合 

(３) 現行のとおり

４ 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた

事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該

一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。 

５、６ 省略 

４ 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた

事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該

一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。 

５、６ 現行のとおり 

第30条 省略 第30条 現行のとおり 

（特定職員についての適用除外） （特定職員についての適用除外） 

第31条 省略 第31条 現行のとおり 

２ 第11条から第13条まで及び第15条の規定は、定年前再任用短時間勤務職

員には、適用しない。 

２ 第11条から第13条まで の規定は、定年前再任用短時間勤務職

員には、適用しない。 

３ 省略 ３ 現行のとおり 

第32条～第34条 省略 第32条～第34条 現行のとおり 

付 則 

（施行期日） 
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改正前 改正後 

１ この条例は、令和７年６月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。ただし、第３１条第２項の改正規定及び付則第４項の規定は、同年４

月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪に

つき起訴をされた者は、この条例による改正後の足立区職員の給与に関す

る条例第２９条の３第１項（第１号に係る部分に限る。）及び第３項（第

３号に係る部分に限る。）の規定の適用については、拘禁刑が定められて

いる罪につき起訴をされた者とみなす。 

３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、特

別区人事委員会の承認を得て規則で定める。 

（足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

４ 足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和４年足立区

条例第41号）の一部を次のように改正する。 

改め文省略（別紙２ 新旧対照表参照） 
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足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

（令和４年足立区条例第41号） 

足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

（令和７年足立区条例第●●号）付則第４項の規定による改正 

○足立区職員の給与に関する条例 ○足立区職員の給与に関する条例

昭和50年３月31日条例第13号 昭和50年３月31日条例第13号 

付 則（令和４年10月20日条例第41号） 付 則（令和４年10月20日条例第41号） 

１～８ 省略 １～８ 現行のとおり 

９ 足立区職員の給与に関する条例第11条から第13条まで及び第15条の規定

は、暫定再任用職員には適用しない。 

９ 足立区職員の給与に関する条例第11条から第13条まで の規定

は、暫定再任用職員には適用しない。 

10～13 省略 10～13 現行のとおり 

別紙２ 
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第４２号議案説明資料
令和７年２月２６日 

件  名 東渕江小学校改築電気設備工事請負契約 

所管部課名 
総務部 契約課、施設営繕部 東部地区建設課 

学校運営部 学校施設管理課 

内  容 

１ 契約の相手方 栗駒電気工事株式会社 

代表取締役 佐藤 良一 

東京都足立区梅島一丁目２５番６号 

２ 契 約 金 額 ６７１，０００，０００円（落札率８４．６５％） 

３ 契 約 番 号 ６足総契契第０１０７２５号 

４ 工 期  契約締結の翌営業日から令和９年８月３１日

まで 

５ 工 事 場 所 足立区東和三丁目２０番１１号 

６ 工 事 内 容 

（１）電灯設備工事

（２）動力設備工事

（３）避雷設備工事

（４）受変電設備工事

（５）構内情報通信網設備工事

（６）構内交換設備工事

（７）情報表示設備工事

（８）映像・音響設備工事

（９）拡声設備工事

（10）誘導支援設備工事

（11）呼出設備工事

（12）テレビ共同受信設備工事

（13）監視カメラ設置工事

（14）入退出管理設備工事

（15）火災報知設備工事

（16）構内配電線路設備工事

（17）構内通信線路設備工事

７ そ の 他 

（１）入札・開札年月日 令和７年１月１６日

（２）入札方法 条件付一般競争入札 

（３）入札参加事業者数 ７者（１建設共同企業体含む）

（低入札調査基準価格未満２者、辞退３者） 

（４）仮契約年月日 令和７年１月２４日 

（５）予定価格 ７９２，６６０，０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。
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東渕江小学校 案内図

別紙 

東渕江小学校 

東和三丁目２０番１１号
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第４３号議案説明資料
令和７年２月２６日 

件  名 東渕江小学校改築給排水衛生設備工事請負契約 

所管部課名 
総務部 契約課、施設営繕部 東部地区建設課 

学校運営部 学校施設管理課 

内  容 

１ 契約の相手方 水工房・拓進建設共同企業体 

代表者 株式会社水工房 

代表取締役 青木 大輔 

東京都足立区加賀一丁目５番４号 

２ 契 約 金 額 ５６６，５００，０００円（落札率８４．３０％） 

３ 契 約 番 号 ６足総契契第０１０７２６号 

４ 工 期  契約締結の翌営業日から令和９年８月３１日

まで 

５ 工 事 場 所 足立区東和三丁目２０番１１号 

６ 工 事 内 容 

（１）衛生器具設備工事  校舎棟の衛生器具及びシステムトイレの設置工 

事等 

（２）給水設備工事 校舎棟及び外構部分の給水設備機器設置、配管、 

弁類、保温及び付帯工事等 

（３）排水設備工事 校舎棟及び外構部分の排水設備機器設置、配管、 

弁類、保温及び付帯工事等 

（４）給湯設備工事 校舎棟の給湯設備機器設置、配管、弁類、 

保温及び付帯工事等 

（５）消火設備工事 校舎棟及び外構部分の屋内消火栓設備設置、 

連結送水設備設置、配管、弁類、 

保温及び付帯工事等 

（６）ガス設備工事 校舎棟及び外構部分の都市ガス設備工事 

（７）厨房機器設備工事  校舎棟給食場の厨房機器設備設置工事 

（８）プールろ過設備工事 校舎棟屋上プールのろ過設備機器設置、配管、

弁類、付帯工事等 

７ そ の 他 

（１）入札・開札年月日 令和７年１月１６日

（２）入札方法 条件付一般競争入札 

（３）入札参加事業者数 ４建設共同企業体

（低入札調査基準価格未満１建設共同企業体、 

予定価格超過１建設共同企業体） 

（４）仮契約年月日 令和７年１月２４日 

（５）予定価格 ６７１，９６８，０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。
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第４４号議案説明資料
令和７年２月２６日 

件  名 東渕江小学校改築空調設備工事請負契約 

所管部課名 
総務部 契約課、施設営繕部 東部地区建設課 

学校運営部 学校施設管理課 

内  容 

１ 契約の相手方 やんま・東京セントラル建設共同企業体 

代表者 やんま株式会社 

代表取締役 山﨑 義彦 

東京都足立区鹿浜二丁目３番７号 

２ 契 約 金 額 ４７０，５８０，０００円（落札率８２．６５％） 

３ 契 約 番 号 ６足総契契第０１０７２３号 

４ 工 期  契約締結の翌営業日から令和９年３月１１日

まで 

５ 工 事 場 所 足立区東和三丁目２０番１１号 

６ 工 事 内 容 

（１）空気調和設備工事 校舎棟の空気調和設備機器設置、配管、弁類、

保温及び付帯工事等 

（２）換気設備工事 校舎棟の換気設備機器設置、ダクト、制気口類、 

保温及び付帯工事等 

（３）自動制御設備工事 校舎棟に設置する機器類リモコン取り付け、

電線管、電線及び付帯工事等 

７ そ の 他 

（１）入札・開札年月日 令和７年１月１７日

（２）入札方法 条件付一般競争入札 

（３）入札参加事業者数 ７者（２建設共同企業体含む）

（低入札調査基準価格未満３者（２建設共同企業体含む）、 

予定価格超過１者、辞退１者、不参１者、無効１者） 

（４）仮契約年月日 令和７年１月２７日 

（５）予定価格 ５６９，３６０，０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。
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第４５号議案説明資料
令和７年２月２６日 

件  名 六月中学校全体保全計画にかかる内装改修その他工事（二期）請負契約 

所管部課名 
総務部 契約課、施設営繕部 西部地区建設課 

学校運営部 学校施設管理課 

内  容 

１ 契約の相手方 株式会社竹内工務店 

代表取締役 竹内 章博 

東京都足立区梅田六丁目１３番３号 

２ 契 約 金 額 ２５１，９００，０００円（落札率９８．５１％） 

３ 契 約 番 号 ６足総契契第０１０７３１号 

４ 工 期  契約締結の翌営業日から令和８年１月１６日

まで 

５ 工 事 場 所 足立区六月一丁目３０番１号 

６ 工 事 内 容 

（１）校舎内装改修工事（南側）

（２）多目的ホール防火シャッター改修工事

（３）体育館内装改修工事

（４）プール函体改修工事

７ そ の 他 

（１）入札・開札年月日 令和７年２月５日

（２）入札方法 条件付一般競争入札（総合評価方式） 

（３）入札参加事業者数 ５者

ア 初度入札 ５者（予定価格超過２者、辞退３者）

イ 再度入札 ２者（不参１者）

※ 初度入札では、２者から札入れがありましたが、２者ともに予定価格

を超過した札入れでした。

そのため、再入札を行ったところ、１者のみ札入れがあり予定価格内

で落札しています。 

（４）仮契約年月日 令和７年２月１３日 

（５）予定価格 ２５５，７０６，０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。
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六月中学校 案内図 

六月中学校 

六月一丁目３０番１号 

別紙 
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第４６号議案説明資料
令和７年２月２６日 

件  名 （仮称）第三上沼田保育園新築工事請負契約 

所管部課名 
総務部 契約課、施設営繕部 西部地区建設課 

子ども家庭部 保育・入園課 

内  容 

１ 契約の相手方  小倉建設株式会社 

代表取締役 小倉 靖子 

東京都足立区保木間二丁目６番２０号 

２ 契 約 金 額 ８２３，７９０，０００円（落札率８９．９４％） 

３ 契 約 番 号 ６足総契契第０１０７３２号 

４ 工 期  契約締結の翌営業日から令和９年１月２９日

まで 

５ 工 事 場 所 足立区江北七丁目１２番 

６ 工 事 内 容 

（１）園舎新築工事

（２）昇降機設備工事

（３）外構工事

（４）上記に付帯する工事

７ そ の 他 

（１）入札・開札年月日 令和７年２月４日

（２）入札方法 条件付一般競争入札 

（３）入札参加事業者数 ６者

（低入札調査基準価格未満１者、 

予定価格超過３者、辞退１者、無効１者） 

※ 当該開札結果は、４者から札入れがあり、そのうち３者が予定価格を

超過、予定価格以下で札入れした１者が落札しました。

（４）仮契約年月日 令和７年２月１３日 

（５）予定価格 ９１５，８６０，０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。
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第三上沼田保育園 案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三上沼田保育園 

江北七丁目１２番 

別紙 
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第４７号議案説明資料 
令和７年２月２６日 

件 名 指導書の購入について 

所管部課名 総務部 契約課、学校運営部 学校支援課 

内 容 

１ 契約の相手方 東京都東部教科書供給株式会社 

 代表取締役社長 知久 明彦 

東京都葛飾区新小岩二丁目２０番１号 

２ 契 約 金 額 ９６，１４３，８５０円 

３ 契 約 方 法 特命随意契約 

４ 契 約 番 号 ６足総契契第０２２８６４号 

５ 納 期 限 令和７年４月３０日 

６ 納 入 場 所 第一中学校（足立区千住河原町４番７号） 

外３６か所 

７ 契 約 内 容

中学校教師用指導書を購入する。 

（１）中学校国語 学習指導書 総説編   ３７セット 

（２）中学校国語 学習指導書 １１７セット 

（３）中学校国語 教師用指導書（朱書） ２７９冊 

（４）中学校国語 授業に役立つワークシート集 １１１冊 

（５）中学書写 学習指導書 一・二・三年 ３９セット 

（６）中学校 書写指導の方法 ４０冊 

（７）社会科 中学生の地理 指導書

指導者用デジタル教科書付   ３６セット 

（８）社会科 中学生の地理 世界の姿と日本の国土 指導書

書籍単体版 ２セット 

（９）新編 新しい社会 歴史 教師用指導書セット

指導者用デジタル教科書付 ３６セット 

（10）新編 新しい社会 歴史 教師用指導書

(デジタルを除いたセット)  ２セット 

（11）新編 新しい社会 歴史 教師用指導書 指導編（朱書）  ４０冊 

（12）中学社会 公民的分野 教師用指導書

指導者用デジタル教科書（教材）同梱版 ３６セット 

（13）中学社会 公民的分野 教師用指導書

(デジタルを除いたセット) ２セット 

（14）中学校社会科地図 指導書 指導者用デジタル教科書付 ３６セット 

（15）中学校社会科地図 指導書 書籍単体版         ２セット 

（16）新編 新しい数学 教師用指導書セット

指導者用デジタル教科書（教材）付 １０８セット 
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（17）新編 新しい数学 教師用指導書

(デジタルを除いたセット) ９セット 

（18）新編 新しい数学  教師用指導書 指導編（朱書） ２７３冊 

（19）新編 新しい科学 教師用指導書セット

指導者用デジタル教科書（教材）付 １０８セット 

（20）新編 新しい科学 教師用指導書

(デジタルを除いたセット)   ６セット 

（21）新編 新しい科学 教師用指導書 指導編（朱書） １５６冊 

（22）中学生の音楽 指導書《フルセット》 １０８セット 

（23）中学生の音楽 指導書《ブックセット》 ３セット 

（24）中学生の音楽 指導書 実践編   ３冊 

（25）中学生の音楽 指導書 指導用CD ３セット 

（26）中学生の音楽 指導書 合唱練習用CD ３セット 

（27）中学生の音楽 指導書 鑑賞用CD ３セット 

（28）中学生の音楽 指導書 授業支援DVD  ３枚 

（29）中学生の器楽 指導書 《フルセット》 ３６セット 

（30）中学生の器楽 指導書 《ブックセット》 １セット 

（31）中学生の器楽 指導書 実践編 １セット 

（32）中学生の器楽 指導書 指導用CD １セット 

（33）中学生の器楽 指導書 授業支援DVD １枚 

（34）中学校美術 学習指導書 ７４セット 

（35）新・中学保健体育の研究／セット ３７セット 

（36）新・中学保健体育の研究／朱書き編 ４２冊 

（37）新編 新しい技術・家庭 技術分野

教師用指導書 セット ３７セット 

（38）新編 新しい技術・家庭 家庭分野

教師用指導書 セット ３７セット 

（39）新編 新しい技術・家庭 家庭分野  教師用指導書 

指導編（朱書） １冊 

（40）Here We Go! ENGLISH COURSE

Teacher's Manual（指導書セット） １２９セット 

（41）Here We Go! ENGLISH COURSE Teacher's Book（朱書編） ２５２冊

（42）NEW HORIZON English Course Teacher's Manual

特別セット 指導者用デジタル教科書（教材）付 ７２セット 

（43）NEW HORIZON English Course Teacher's Manual

(デジタルを除いたセット) １４セット 

（44）NEW HORIZON English Course Teacher's Book（朱書） １６８冊

（45）新版 中学生の道徳 明日への扉

教師用指導書セット １１１セット 

（46）新版 中学生の道徳 明日への扉 教師用指導書

指導編（朱書） ２９０冊 
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８ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和７年１月３０日 

（２）見積提出日   令和７年１月３０日 

（３）見積参加事業者 １者 

（４）予定価格 ９６，１４３，８５０円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。
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第４８号議案説明資料 
令和７年２月２６日 

件 名 熱中症対策用テント一式の購入について 

所管部課名 総務部 契約課、学校運営部 学校支援課 

内 容 

１ 契約の相手方 有限会社太陽堂 

代表取締役 阿部 幸広 

東京都足立区興野一丁目１１番８号 

２ 契 約 金 額 １２６，１６７，９１０円 

（落札率９９．５７％） 

３ 契 約 方 法 指名競争入札 

４ 契 約 番 号 ６足総契契第０２２８９７号 

５ 納 期 限 令和７年１２月１９日 

６ 納 入 場 所 千寿小学校外８８校 

７ 契 約 内 容

熱中症対策用テント一式の購入 

（１）各種テント ６６３張 

（２）テントウェイト・杭等設置用物品 ３，２０３個 

８ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和７年２月１２日 

（２）入札日・開札日  令和７年２月４日 

（３）指名業者 １０者 

（予定価格超過４者、辞退３者、不参加２者） 

（４）予定価格 １２６，７１９，０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。
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第４９号議案説明資料 
令和７年２月２６日 

件 名 災害用備蓄包括管理事業について 

所管部課名 総務部 契約課、危機管理部 災害対策課 

内 容 

１ 契約の相手方  災害用備蓄包括管理事業共同企業体 

代表企業 佐川急便株式会社 

代表取締役社長 本村 正秀 

京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地 

２ 契 約 金 額 ３６６，８９３，８３８円 

３ 契 約 方 法 特命随意契約 

４ 契 約 番 号 ６足総契契第０２２９１２号 

５ 履 行 期 限 令和８年３月３１日 

６ 履 行 場 所 災害対策課指定場所 

７ 契 約 内 容

備蓄物資等の購入及び立ち合い、備蓄物資輸送、区内災害備蓄倉庫など

の管理業務の実施を一体化し、同一事業者が業務を一貫して行う体制を整

備する包括管理を行い、平時・有事問わず、対象業務にかかる確実性と迅

速性を追求し、実施水準向上、業務効率化を図る。 

（１）物品購入業務

（２）備蓄物資受領・輸送業務、物資運搬業務

（３）備蓄倉庫等施設管理業務（棚卸し、倉庫清掃および樹木剪定含む）

（４）システム管理、台帳管理業務

８ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和７年２月３日 

（２）見積書提出日   令和７年２月３日 

（３）見積参加事業者 １者（特命随意契約） 

（４）予定価格 ３６６，８９３，８３８円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。
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